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水道用シールホース 
昭和５６年 ４月 １日OWMS制定 
平成 ５年 ２月 １日OWMS改正 
平成 ７年 ８月２９日仕様制定 

 
１．適用範囲     

この仕様は、ホースライニング工事に使用するシールホースについて定める。 
 
２．用語の定義   

２．１ ジャケット 

ポリエステル繊維を用いて、継ぎ目のない円筒状に製織された繊維補強体で、耐圧 
力のあるもの。 
２．２ 被覆材 

  ジャケット表面に被覆されているポリエチレン樹脂で、水密性のあるもの。 
２．３ シールホース 

  ジャケット表面に被覆材がライニングされた完成品。 
２．４ シールホースの破断圧 

シールホース単体に水圧をかけて破断する圧力。 
２．５ ロット 

（１）一連続生産ロット 
ジャケット製織において同一口径でたて糸の切り替えを行わないで連続して製織

されたものを１ロットとする。 
（２）樹脂購入ロット 

    １回に購入する樹脂量を１ロットとする。 
（３）成形ロット 

    押出成形において連続して成形したシールホースを１ロットとする。 
 
３．構造 

シールホースは、ポリエステル繊維（ポリエチレンテレフタレート）を用いて、継目の

無い円筒状に製織したもの（以下、「ジャケット」という。）に、線状低密度ポリエチレン

（ＬＬＤＰＥ）を０．４ｍｍ以上の厚みで被覆し、衛生上無害で水質に悪影響を与えない

ものとする。（図１） 
 
４．品質 

シールホースは、５．の試験を行い、その成績が表１の規定に適合しなければならない。 
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表１ シールホースの品質 

試験項目 品             質 

耐 

圧 

試 

験 

水圧試験 
０．２５ＭＰａで５分間保持し、水漏れ、局部的な膨れ等

の異常のないこと 

破断試験 
０．４９ＭＰａ以上 

 

ピンホール試験 
放電式ピンホール試験機にて試験を行い、ピンホールが検

知されないこと。 

引 

張 

試 

験 

管軸方向 

シールホース 

引張強さ  ２０．５９×１０４Ｎ／ｍ以上 

伸 び    １０％以上  

円周方向 

シールホース 

表―２に示す数値以上 

被覆材 
引張強さ     １４．７１×１０６Ｎ／ｍ以上 

伸 び      ４００％以上 

溶解試験 

（シールホース） 

濁      度（１）      ０．５度以下 

色      度（１）      １．０度以下 

過マンガン酸カリウム 

消  費   量（１）      ２．０ｍｇ／ℓ以下 

残留塩素の減量（１）      ０．７ｍｇ／ℓ以下 

臭気 及び 味        異常のないこと 

シ   ア   ン       検出されないこと 

フ ェ ノ ー ル 類     ０．００５ｍｇ／ℓ以下 

エピクロロヒドリン       検出されないこと 

ア  ミ  ン  類      検出されないこと 

 
（１）の値は、対照水との差である。 

 

表２ 円周方向の引張試験 

呼び径 １５０ ２００ ２５０ ３００ ３５０ 

引張強さ ５．８８ ７．８５ ９．６１ １１．７７ １３．７３ 

 

４００ ４５０ ５００ ５５０ ６００ ７００ 

１５．２０ １７．１６ １９．１２ ２０．０８ ２０．０５ ２６．９７ 

 

７５０ ８００ ９００ 

２８．９３ ３０．８９ ３４．８１ 

 

５．シールホースの試験方法 

５．１ 耐圧試験 

  シールホースの耐圧試験は、シールホースを反転させ被覆材が内面にくるようにして、

ＪＩＳ Ｋ ６３３０（ゴムホース試験方法）の４．２．１の（１）、（２）に準じて行

うこと。 
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５．２ ピンホール試験 

シールホースを折りたたんだ状態で、内部に導電体を挿入して電圧を加え、放電式ピ

ンホール試験機を用いてピンホールの有無を調べること。なお検査電圧は２０～３０ｋ

Ｖとする。 
５．３ シールホース引張試験 

シールホース引張試験は、ＪＩＳ Ｌ １０９６（一般織物試験方法）準じて行い、

試験片の形状は図－２によること。 
５．４ 被覆材引張試験 

  被覆材の引張試験は、ＪＩＳ Ｋ ６３０１（加硫ゴム物理試験方法）の３．によっ

て行うこと。 
５．５ 溶解試験 

  シールホースの溶解試験は、シールホースのジャケット面を接着剤で貼り合わせた図

―３の形状の試験片を用いて、ＪＷＷＡ Ｋ １３８（水道送・配水管更生用無溶剤型

二液エポキシ樹脂塗料）により行うこと。ただし、被覆材に接触する供試水の量は２．

５ｍ／ｃｍ２以下とする。 
  なお、溶解試験の試験温度は常温とする。また数値は空試験との差から求めること。 
 
６．形状・寸法・質量 

シールホースの形状、寸法、質量は表３のとおりとする。 
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表３ シールホースの形状、寸法、質量 

呼び径 
適用 

管内径 

折畳幅 肉厚 質量 

(ｇ／ｍ) 

約１ｃｍ当

りの糸本数 

(ｍｍ) 許容差 (ｍｍ) 許容差 円周 円筒 

150 
150 

6″ 
222 

±5 

 
1.7 ±0.2 500以上 10 7 

200 
200 

8″ 
300 ±5 1.8 ±0.2 750以上 10 7 

9″ 9″(229) 344 ±7 1.8 ±0.2 900以上 10 6 

250 
250 

10″ 
375 ±8 1.9 ±0.3 100以上 10 5 

300

（Ｓ） 

300 

12″(305) 
450 ±8 2.0 ±0.3 1300以上 10 5 

300

（Ｌ） 

12″ 

331.2 
465 ±8 2.0 ±0.3 1300以上 10 5 

350

（Ｓ） 

350 

14″(356） 
532 ±10 2.1 ±0.4 1700以上 8 5 

350

（Ｌ） 

14″ 

363.9 
544 ±10 2.1 ±0.4 1700以上 8 5 

400

（Ｓ） 

400 

16″(406) 
607 ±12 2.2 ±0.5 2200以上 8 5 

400

（Ｌ） 

16″ 

(414.9) 
620 ±12 2.2 ±0.5 2200以上 8 5 

450

（Ｓ） 

450 

18″(457) 
683 ±14 2.2 ±0.5 2500以上 8 5 

450

（Ｌ） 
18″(466.1) 697 ±14 2.2 ±0.5 2500以上 8 5 

500

（Ｓ） 

500 

20″(508) 
760 ±16 2.3 ±0.6 2800以上 8 4 

500

（Ｌ） 

20″ 

(518.7) 
775 ±16 2.3 ±0.6 2800以上 8 4 

22″ 
22″ 

(559、569) 
850 ±18 2.3 ±0.6 3200以上 8 4 

600

（Ｓ） 

600(610) 

24″(612) 
915 ±20 2.4 ±0.6 3700以上 8 6 

600

（Ｌ） 

24″ 

(620.9) 
928 ±20 2.4 ±0.6 3700以上 8 6 

700 700 1064 ±25 3.1 ±0.7 4500以上 6 4 

30″ 30″(762) 1154 ±27 3.1 ±0.7 5500以上 6 4 

800 800 1219 ±30 3.2 ±0.8 6000以上 6 4 

900 
900 

36″(914) 
1371 ±35 3.3 ±0.9 7000以上 6 6 

注１）（Ｌ）は高級鋳鉄管大阪市型用、（Ｓ）はその他鋳鉄管に適用する。 
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注２）鋼管等、適用管内径が上記寸法以外の管に対しては、その都度協議するものとす

る。 

注３）※印は参考値である。 

 

７．検査 

シールホースの検査は、外観検査、寸法検査及び５．１～５．５の方法により試験を行

い、表１の品質に適合しなければならない。 
７．１ 外観検査 

ジャケット及びシールホースについて、目視又はその他方法により全長について検査

を行い、傷、気泡、亀裂等使用上有害な欠陥のないこと。 
７．２ 寸法検査 

寸法検査は、成形ロット毎にシールホースの端部から１ｍをカットして、ＪＩＳ規格

又は計量法等に基づく検定品あるいは、それと同等以上の精度を有する測定器具を用い

て、折りたたみ幅、肉厚、質量を測定し、表２の強度に適合するものとする。シールホ

ースの肉厚の測定は、ＪＩＳ Ｋ ６３３０（ゴムホースの試験方法）の４．１の方法

で行うこと。折りたたみ幅の測定は、シールホースを平坦な所においてスチールスケー

ルを押し当て、図－４の方法で行うこと。 
７．３ 耐圧試験 

耐圧試験は、本市が必要とした場合にのみ５．１の方法によって行うものとする。 
７．４ ピンホール試験 

ピンホール試験は、５．２の方法により全数検査をおこなうものとする。 
７．５ シールホース引張試験 

シールホースの引張試験は、口径毎の一連続生産を１ロットとし、管軸、円周方向と

も、１ロット毎にその末端から試験片を３個採取し、５．３の方法によって行い、３個

の測定値が表 1 の品質に適合するものとする。また、毎年任意の口径を本市と協議の上
決め、公的機関で年１回試験を行うものとする。 
７．６ 被覆材引張試験 

  被覆材の引張試験は、原料樹脂製造ロット毎にシールホースから試験片を３個採取し

５．４の方法によって行い、３個の測定値が表１の品質に適合しなければならない。 
 また、公的機関で年１回試験を行うこと。 
７．７ 溶解試験 

  溶解試験は、５．５の試験方法により、原料樹脂製造ロット毎に社内試験で過マンガ

ン酸カリウムの消費量、残留塩素の試料を測定すること。また、年１回公的機関におい

て表１の溶解試験項目について行うこと。 
 
８．再試験 

 ７．１～７．６の検査の結果、表１の溶解試験を除く他の項目及び表－３に適合しなか



【K 3004-6】 

った場合は、１回に限り再試験を行い適合すれば合格とする。なお、溶解試験については

再試験は認めないものとする。 
 
９．検査成績書 

 検査成績書は納入毎に作成し、ホースライニング工事施工者に提出すること。 
 
１０．表示・梱包・保管 

１０．１ 表示 

  シールホースには、水道用であることを識別するために水色線を入れること。なお、

検査に合格したシールホースは１リール毎に定められた場所へ次の事項を明示する。 
（１）納入先の記号 
（２）製造番号 
（３）製造月日 
（４）呼び径 
（５）製造者名又は略号 

 
１０．２ 梱包・保管 

シールホースは、規定長さ毎にリール等に巻き、傷がつかないように厳重に包装し、

直射日光を避け、品質に悪影響を与えない場所に保管しなければならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【K 3004-7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【K 3004-8】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【K 3004-9】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【K 3004-10】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【K 3004-11】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


